
般社団法人日本病院会会長殺

田宮参白保第 413号

令和 6年 12月4日

国土交通省物流・自動車局保障制度参事官室長

リーフレット「自賠責保険（共済）における脳外傷における

高次脳機能樟害の後遺F章害認定についてj及び

チラシ f脳脊髄液減少（漏出）症について」の設置について（協力依頼）

国土交通行政の円滑な推進につきましては、日頃から格別のご王賄事とご協力を錫り、厚く

御礼申し上げます。

国土交通省では、自動車事故による損害賠償を保障する制度として自動車損筈賠償責任保

険（共済）（以下、「自賠責」という。）を所管しており、併せて自動車事故に遭われた被害者

及びその家族に対する支援の充実・強化を凶っております。

自賠資制度の巾で、自給費における脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定について

は、保険会社（共済）から調至宝依頼を受けて損害保険料率算出機構※に設置される自賠責保険

（共済）審査会において、審査が行われているところです。

自動車事故による高次脳機能障害の存在、後遺障害認定に関する画像及び検査結果等の必

要性について、医療関係機関、医療従事者及び患者の方々等へ広く周知するため、本年もり

ーフレット「自賠責保険（共済）における脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定につ

いて」の貴会会員病院における設置に関し、ご協力を甥りますようお願い申し上げます。

また、脳脊髄液減少（漏出）症についても、病態が知られていないことで自動車事故の被

害者が適切な補償を受けられないことがないよう、広く周知に努めており、チラシ「脳脊髄

i夜減少（漏出）痕について」の設置も併せてど協力いただければ誠に幸いに存じます。

ご多用のところ恐縮ではございますが、周知について格別のご協力を賜りますようお願い

申し上げます。

※損害保険料率算出回体に関ずる法律に某づいて設立された団体（非営利の民間の法2 、）であり損害

保険会社を会員とする組織。損害保険会社からの依頼を受け、自賠責保険（共済）の領害調査等を行っ

ています。



;¥. 

このリーフレツトは、「脳外傷による高次脳機能障害Jlこ関し、
自賠責保険（共済）における後遺障害の認定まで、の流れ、必要な資料、

診断書・後遺障害診断書作成にあたっての注意点を説明したものです。

。 国土交通省



日 脳外傷による高次脳機能障害とは ｜ 

脳外傷による高次脳機能障害は、突通事故などで悩が損傷され、一定期間以上、意識が障害された場合に発生し、CT・

MRIなどの画像診断で脳損傷が認められることが特徴です九

その障害は、記憶・記銘力障害、判断力低下などの認知障害と、感情易変、被害妄想などの人格変化を典型的な症状とするもので

あり、仕事や日常生活に支障をきたします。また、半身の運動麻癖（起立・歩行の不安定）などの神経症状を伴うことがあります。

※意識障害が軽度の場合やCT・MRIなどで明らかな異常が認められない場合でも、高次脳機能障害が残存することもあります。

2 l脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定について ｜ 

自賠責保険（共済）では：、交通事故を原因とする高次脳機能障害が残った場合、後遺障害等級※1として的確に認定するため、

損害保険料率算出機構（以下「損保料率機構」という。）※2において、審査の公平性・客観性を確保するため脳神経外科医、弁護

士等で構成する「自賠責保険（共済）審査会高次脳機能障害専門部会」（以下「審査会Jという。）を設置し、調査・認定しています。

※1自賠責保険（共済）の後遺障害とは、交通事故によって身体面や精神面の回復が困難と見込まれる障害が残ったため、労働
能力や日常生活に支障があると認められる場合をいいます。

※2損害保険料率算出団体に関する法律に基づ、いて設立された団体（非営利の民間の法人）であり、損害保険会社を会員とする
組織。損害保険会社からの依頼を受け、自賠責保険（共済）の損害調査を行っています。

3 ｜高次脳機能障害の後遺障害認定までの流れと必要な資料について｜
－
一日
川〔＠ 交通事故による損害の発生

仁 怠 被害者が治療を開始～終了（症状固定） ） 

仁＠ 請求者（被害者または加害者等）から保険会社等へ自賠責保険（共済）の請求 ） 

~ 保険会社等から損保料率機構へ損害調査の依頼 ） 

し＠ 損保料率機構にて損害調査及び審査会での審査 ） 

「co損保料率機構からの調査報告を受け、保険会社等にて後遺障害の認定 ） 

画像検査資料

高次脳機能障害を認定するためには、p丁・MRIなどの画像検査
資料（頭部）が重要な判断要素となります。経時的に撮影された

画像資料の貸出をお願いします。

固診断書・後遺障害診断書

脳外傷による高次脳機能障害の等級認定にあたっては、事故発生直後から症状が固定するまでの

惨療記録（カルテ）に基づく診断書及び後遺障害診断書の記載内容が極めて重要となります。



l診断書・後遺障害診断書の作成にあたって • 4 
どら以下の点にご留意ください。－・ 。症状の経過・治療の内容
0初診時の状態

－パイタルサイン、意識レペル、趨孔異常、各種反射所見

－頭部軟部組織及び頭蓋骨骨折、頭叢内病変に対する治療内容

0症状の経過、治療内容

・意識障害の時間的推移

・頭部軟部組織及び頭蓋骨骨折、頭蓋内病変に対する治療内容

．治療や時間的経過による具体的症状の変化

＠主たる検査所見
0治療経過における画像所見、各事置検査所見
0検査所見に推移が認められる場合は、その医学的原因

。神経心理学的検査所見に関する経時的な検査結果

（知能検室、記銘力検査、遂行機能検査等）

＠初診時の意識障害
意識障密の程度、期間等

。既往症および既存陣害
既存障害の有無及び程度
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どら以下の点にご留意ください。軍軍司L省当幸運~~量

＠傷病名
症状固定時に残存している高次脳機能障害の原因となった傷病名

自動車楓害賠償責任保険後遺障害鯵断書
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＠既存障害
既存障害の有無及び程度
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＠自覚症状
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。他覚症状及び検査結果
残存する高次脳機能障害の程度に関する他覚的検査結果

（具体的な症状と程度、画像所見、神経心理学的検査所見の時間的推移等）

支払限度額 （被害者1名につき）
傷害による損害 120万円
後遺障害による損害 75～4,000万円
死亡による損害 3,000万円

自賠責保険（共済）官は

・被害者1名ごとに支払限度額が定められています。

．被害者は、加害者の加入している損害保険会社（共済組合）

に直接、保険金（共済金）を請求することができます。



｜その他の医療照会等 ｜ 

自賠責保険（共済）における高次脳機能障害については「見過ごされやすい障害Jという特性があることから、意識障害が
軽度である場合やCT・MR！などで明らかな異常が認められない場合でも、高次脳機能障害が残存する可能性があるものとして、

審査の対象として取扱うこととしています。

症状や障害の程度を的確に把握するために、後遺障害診断書や診断書の作成と併せて、損保料率機構や保険

会社等から下記のような照会をさせていただくことがありますので、ご理解とご協力をお願いします。

［意識障害に関する所見につい七；

高次脳機能障害に関する等級認定にあたっては、所定の様式

「頭部外傷後の意識障害についての所見」にしたがい、
医療照会させていただくことがあります。併せて、カルテのコピー、

退院時要約のコピー、救急搬送時の記録などのご提供をお願い

する場合がありますので、ご協力ください。

「頭部外傷後の意識障害についての所見J
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する可能性があります。

意識障害の程度・期間に関しては、十分な調査が必要になることから、診断書の「初診時の意識障害J欄以外にも、時系列
にしたがい意識障害の推移などについて極力詳細にご記載ください。

来院前の意識障害についても、把窪されている範囲で詳細にご記載ください。頭部外傷が軽度と評価された場合であって

も、極力詳細かつ具体的にご記載ください。

［神間の障吋する ｜ 
医学的意見について ｜ 

神経心理学的検査等についても、所定の様式 「神経系統の

障害に関する医学的意見」により照会させていただくこ

とがあります。具体的には、運動機能の状態や身の回りの動作

能力、認知面や情緒面等の症状、社会生活・日常生活全般への

影響や適応状況等についてご記載ください。

（例）

「神経系統の障害に関する医学的愈見」
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お履い
診療記録の開示に要する費用については、実際の費用を勘案して合理的であると認められる範囲内

の金額としていただきますようお願いします（参考：厚労省通達「診療情報の提供等に関する指針の

策定についてJ（平成15年9月12日付け医政発第0912001号））。

被害者が小児の場合にご留意いただきたい事項

被害者が小児の場合は、成長・発達に伴う環境の変化（入園、就学など）により、

社会的適応障害等が判明する場合が場合があります。このため、社会的適応

障害の判断が可能となった時期に自賠責保険（共済）への請求がされる

場合もあります。その際には損保料率機構や保険会社等から再度の

検査のお願いや、照会をさせていただく ような場合もあります。

,, 



自賠責保険〈共済）
における

脳外傷による

高次脳機能障害の

後遺障害認定について

このリーフレットは、「脳外傷による高次脳機能障害jに関し、

障害の特徴、自賠責保険（共済）における後遺障害の認定までの流れ、

必要な資料を説明したものです。

。 国土交通省
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脳外傷による高次脳機能障害とは

脳外傷による高次脳機能障害は、突通事故などで悩が損傷され、一定期間以上、意識が障害された場合に発生し、

CT・ MRIなどの画像診断で脳損傷が認められることが特徴です※。

その障害は、記憶・記銘力障害、判断力低下などの認知障害と、感情易変、被害妄想などの人格変化を典型的な症状

とするものであり、仕事や日常生活に支障をきたします。また、半身の運動麻樺や起立・歩行の不安定などの神経

症状を伴うことがあります。

また、脳外傷による高次脳機能障害は、

・当時の急性期の合併外傷が重篤であったために、診療医が気付けない場合がある

・家族や介護者が、被害者の意識が回復したことで他の症状もいずれ回復すると考えている場合がある

・被害者本人が、自己洞察力の低下により症状の存在を否定する場合がある

等の理由から、見過ごされやすい障害です。

※意識障害が軽度の場合やCT・MRIなどで明らかな異常が認められない場合でも、高次脳機能障害が残存することもあります。

－
日aa
 
－－ a・E勃：~m長田・・

・少し前の出来事を思い出せずすぐ忘れる
・新しいことが覚えられない
・約束を忘れている
等

........ i"~~~I~ ・・.. ~ii沼H草加・・
起立困難、ふらつく し ..._ ¥ [-:, ':""""I¥ 
・上手く歩けない 「J～ ・∞・
・物を上手くつかめない
等

＠ －脳外傷ω 高次脳機能障制遭陣害認定ω て

自賠責保険（共済）では、交通事故を原因とする高次脳機能障害が残った場合、後遺障害等級※1として的確に認定

するため、損害保険料率算出機構（以下「損保料率機構Jという。）※2において、審査の公平性・客観性を確保するため
脳神経外科医、弁護士等で構成する「自賠責保険（共済）審査会高次脳機能障害専門部会J(以下「審査会Jという。）を
設置し、調査・認定しています。

※1自賠責保険（共済）の後遺障害とは、交通事故によって身体面や精神面の回復が困難と見込まれる障害が残ったため、労働能

カや日常生活に支障があると認められる場合をいいます。
※2損害保険料率算出団体に関する法律に基づいて設立された団体（非営利の民間の法人）であり、損害保険会社を会員とする
組織。損害保険会社からの依頼を受け、自賠責保険（共済）の損害調査を行っています。

自賠責保険（共済）とは

・被害者1名ごとに支払限度額が定められています。

．被害者は、加害者の加入している損害保険会社（共済組合）

に直接、保険金（共済金）を請求することができます。

支払限度額 （被害者1名につき）
傷害による損害 120万円

後遺障害による損害 75～4,000万円

死亡による損害 3,000万円



＠ 問機能障問遺障害認定まで仰と
必要な資料について

平 交通事故ω 損害の発生 ） 

~ 被害者が治療を開始～終了（症状固定） ） 

~歪主主璽E主豆空~翌霊空理

－亙亙彊室直．

高次脳機能障害を認定するためには、 C-T・MRI＇与長の
画像i検査資料（頭部｝が重要な判断要素となります。

事故発生直後から後遺障害の症状が固定するま専のd

会之の画像検査資料の提出をお願いします。

：＠診断書・後遺障害診断書 ） 
脳外傷による高次脳機能障害の等級認定にあたっては、事按発生直後fから症扶が国是宇る1

~－－＝での診断書及ぴ後遺障害診断書の記載内容が極めて重要となります。

特に、損害調査にあたり、議室章の状態（意識障害の有無t程星二盤鍾塑盟な位 、各種検査

結果、被害者の現在の症棋などを正確に把握するためには、診療記録は不可欠です。

仁事 保険会社等から損保料率機構へ損害の調査依頼

~損保料率機構にて損害調査及び審査会での審査 ］ 

高次脳機能障害の評価にあたり、受篭当翌の意識障害の扶態ゃ、症状の経過主孟を確認する

ために、損保料率機構や保険会社等から医療機関やご家族の方に、照会させていただくこともあります
ので、ご理解とご協力をお願いします（裏面参照）。

．， 損保料率機構からの調査報告を受け、保険会社等にて後遺障害の認定

※その他請求時に必要な資料等については、保険会社等の窓口にお問合せください

ご請求にあたっての注意点

被害者からの請求権は、「後遺障害の症状が固定した自の翌日から3年間J※で時効により消滅します。請求権が時効に
より消滅すると、自賠責保険（共済）に請求することができなくなるため、ご注意ください。
治療が長期にわたる場合や加害者と被害者の話し合いがつかず、上記の期限内に請求ができないような場合には、事前

に保険会社等へお問合せください。

※事故日が平成22年3月31日以前の場合は、2年間で時効となります。



〔日常生活状況報告等について 〕
被害者の日常活動の能力、問題行動の有無、家庭・地域社会等での適応状況等を確認するため、被害者

の家族、近親者や介護者など、被害者と日常生活で接している方に、損保料率機構や保険会社等より、所定の様式「日常生活状

況報告」で照会させていただく場合があります。

また、併せて、被害者の学校等での過ごし方、就労状況等の状況を確認するため、文書で照会させていただく場合

もありますので、ご協力をお願いします。

（例）
~ 日常生活状況報告

思＂’...

~. 起床・就寝時間を守れますか。

2 周竃行動《肝・M・M・.，.酎脚幽拡叩U•醐開討帽靴。管制宵下制

【岡島符，＂。，Ill
l ・ ｜ 骨 l •I 肱M l • l •m•咽此..1.1 

' l奮..~畑任会 a・ ＇＂＂＇樋長yゐ~小・・eにおいで 嗣・＂《鯵，....記て‘
副晶

1 I顕著な子ど．もっぽさ、年齢にそぐわない甘えや依存がありますか。

2 Iムッとする、怒る、イライラなどの表情や態度がみられますか。

3 I大声や奇声あるいは不適切な発言など、場にそぐわない言動がありますか。

＂＇・・底値，.習のa・~·必＇ ＂・...,. .... ””’＂＇行令・.：Hfで..山首
4 ... u目白3の盆金支絞・が．住金生活a，常生活にどのようなe・を与えているか．・館前後の金＂＂＂のま化 ．
現在~隊が主主じていること~ど．昼盤血民正且A五広車日．
混入網民』昆ピノートなどを，....，が＂＂宏、，＂＂用紙tニ畿λして骸付してくど軒、J

医療機関の方へのお願い

．後日、損保料率機構や保険会社等より、検査（画像検査、神経心理学的検査）のお願いや照会を行うこともあります

ので、ご協力をお願いします。

．診療記録の開示に要する費用については、実際の費用を勘案して合理的であると認められる範囲内の金額として

いただきますようお願いします（参考：厚労省通達「診療情報の提供等に関する指針の策定についてJ(平成15年
9月12日付け医政発第0912001号））。

~ 

’， 
被害者が小児の場合にご留意いただきたい事項

被害者が小児の場合は、成長・発達に伴う環境の変化（入園、就学など）により、社会的

適応障害等が判明する場合があります。このため、社会的適応障害の判断が可能となる

時期まで審査を行わないという考え方や、いったん審査を行って、成長・発達によって

社会適応障害等が判明した場合に再審査請求を行うという考え方があります。

ただし、加害者側と示談が成立し、損害賠償請求権を放棄すると、加害者

及び自賠責保険への請求は原則としてできなくなります。

※ ご請求に際しご不明な点がありましたら、損害保険会社（共済組合）等の窓口にお問い合わせ

ください。

自賠責ボータルサイト





［ 脳脊髄液減少制）症について ： 
①脳脊髄液減少（漏出）症とは

脳脊髄液減少（漏出）症は、交通事故やスポー
ツ等により体への衝撃が加わった場合によって
脳脊髄液が漏れ出すことにより、頭痛やめまい
など様々な症状を引き起こすもので、誰にでも
起こりえる疾病と言われています。

病気の原因を含めて、医学的な解明が進めら
れている疾患であり、研究が進められていると
ころです。
頭痛やめまいなどの症状が続く場合には、医
療機関を受診するなど、の対応が必要です。

②脳脊髄液減少（漏出）症の症状等

頭痛、首の痛み、めまい、吐き気、耳鳴り、疲れやす
い、不眠等のさまざまな症状が現れることがあります。

③脳脊髄液減少（漏出）症の受診と治療方法

医療機関において、脳・脊髄MRI、CT等の検査を行い
ます。
治療方法としては、水分補給や安静にして横に寝るとと
が有効とされています。

脳脊髄液減少症 （漏出症）の症状例

頭痛
首の痛み
めまい
吐き気
耳鳴り
疲れやすい

不眠
等

また、必要に応じてブラッドパッチ療法＊を施行します。

平成23年！こ「脳脊髄液漏出症画像判定基準 ・画像診断基
準Jが公表され、平成28年に「脳脊髄液漏出症」に対する
ブラッドパッチ療法が社会保険適用になりました。また、
令和元年12月に「脳脊髄液漏出症診療指針」が発行されま
した。

④国土交通省の取り組み

本フ‘、ラッドパッチ療法
患者ご本人の血j夜を硬膜の外債ljに注入し、
その血波で硬膜の漏出部位を塞ぐ方法です．

国土交通省では、平成23年の「脳脊髄液漏出症画像判定基準・画像診断基準」の公
表、平成28年の「脳脊髄液漏出症」に対するブラッドJ＼ッチ療法の社会保険適用、令
和元年12月の「脳脊髄液漏出症診療指針Jの発行を受けて、この診療指針等を有効
に活用し、自賠責保険（共済）における適正な保険金の支払いを通じて被害者保護の
一層の充実に努めるよう、保険会社等へ通知を行っております。病態が知られていな
いことで苦しんでいる被害者を含めて、今後も広く周知を行ってまいります。


